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お
お
と
よ　

ゆ
と
り
す
と

5

お
お
と
よ　

ゆ
と
り
す
と

ま
だ
間
に
合
う
！

　
　
今
す
ぐ
健
診
の
申
し
込
み
を
！

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
助
成
期
間
延
長
に
つ
い
て

　

ゆ
と
り
す
と
広
報
誌
５
月
号

と
、
青
い
色
の
申
し
込
み
チ
ラ

シ
で
総
合
健
診
・
婦
人
が
ん
検

診
の
ご
案
内
を
し
、
申
し
込
み

の
受
け
付
け
を
行
い
ま
し
た
。

も
し
か
し
て
「
忘
れ
ち
ょ
っ

た
！
」「
健
診
を
受
け
た
い
。」
と
い
う
方
は
い
ま
せ
ん
か
。

　

６
月
８
日
ま
で
な
ら
、
ま
だ
間
に
合
い
ま
す
の
で
、
お
電

話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

特
定
健
診
・
各
種
が
ん
検
診
を
受
診
し
て
ご
自
分
の
体
調

チ
ェ
ッ
ク
を
し
、
健
康
づ
く
り
に
活
か
し
ま
し
ょ
う
！

　　

申
し
込
み
を
さ
れ
た
方
に
は
、
６
月
末
ま
で
に
受
診
券
・

問
診
票
等
を
郵
送
い
た
し
ま
す
。

　　

６
月
配
付
の
チ
ラ
シ
に
、
大
豊
町
国
保
加
入
者
の
健
診
受

診
状
況
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

先
月
も
お
知
ら
せ
し
た
よ
う
に
、
健
診
を
受
け
る
こ
と
は
自

分
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
だ
け
で
な
く
、
国
保
税
に
も
影
響
し
て

き
ま
す
。
受
診
率
の
低
い
地
区
や
受
診
率
の
低
い
年
代
の
方

は
積
極
的
に
受
診
し
ま
し
ょ
う
！

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
健
康
づ
く
り
班

　

次
の
３
つ
の
ワ
ク
チ
ン
の
助
成
実
施
期
間
が
、
平
成
25
年

3
月
31
日
ま
で
延
長
さ
れ
、
対
象
者
は
こ
の
期
間
、
無
料
で

接
種
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

子
宮
頸
が
ん
（
Ｈ
Ｐ
Ｖ
）
予
防
ワ
ク
チ
ン

【
対 

象 

者
】

　

平
成
6
年
4
月
2
日
～
平
成
12
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
女
子

【
接
種
方
法
】
接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
役
場
に

申
請
し
、
助
成
券
を
受
け
取
り
ま
す
。
そ
し
て
町
内
医
療
機

関
に
予
約
を
し
、
助
成
券
、
問
診
票
、
保
険
証
を
持
参
し

て
接
種
を
受
け
ま
す
。
接
種
を
受
け
る
際
に
は
医
療
機
関
に

１
，
０
０
０
円
を
お
支
払
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
健
康
づ
く
り
班　

吉
田

 

狩
猟
免
許
試
験
を
実
施
し
ま
す

　

シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
被
害
に
お
困
り
の
農
林
業
の

皆
さ
ま
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
の
受
験
を
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。

【
試
験
日
時
】

　

●
銃
猟
免
許
（
第
一
種
・
第
二
種
）

　
　

7
月
30
日
（
月
）
午
前
10
時
～

　

●
わ
な
猟
・
網
猟
免
許

　
　

7
月
31
日
（
火
）
午
前
10
時
～

【
試
験
会
場
】

　

県
立
ふ
く
し
交
流
プ
ラ
ザ
（
高
知
市
朝
倉
戊
375

－

1
）

【
受
験
料
】

　

初
心
者 

５
，
２
０
０
円
、
一
部
免
除
者 

３
，
９
０
０
円

【
締
め
切
り
日
】
7
月
20
日
（
金
）

【
申
請
書
配
付
場
所
】

　

県
産
業
振
興
推
進
部
鳥
獣
対
策
課
、
各
地
区
猟
友
会
、

　

役
場
産
業
建
設
課
産
業
班

【
申
請
方
法
】

　

締
め
切
り
日
ま
で
に
、
申
請
書
類
等
を
高
知
県
産
業
振
興

推
進
部
鳥
獣
対
策
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

狩
猟
免
許
更
新
講
習

【
日　

時
】　

7
月
9
日
（
月
）
午
後
1
時
～　

【
場　

所
】　

総
合
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ
先 

県
猟
友
会　

☎
０
８
８

－
８
２
３

－

１
０
３
６

県
産
業
振
興
推
進
部　

鳥
獣
対
策
課

　
　
　
　
　

☎
０
８
８

－
８
２
３

－

９
０
３
９

産
業
建
設
課
産
業
班　

都
築

※
平
成
4
年
4
月
2
日
～
平
成
6
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の

女
子
で
予
診
票
を
交
付
し
て
い
る
場
合
は
助
成
対
象
と

な
り
ま
す
。

【
助
成
回
数
】
3
回

ヒ
ブ
（
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
菌
ｂ
型
）
ワ
ク
チ
ン

【
対 

象 

者
】
生
後
2
か
月
～
5
歳
未
満

【
助
成
回
数
】
1
～
4
回
（
※
1
）

小
児
用
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン

【
対 

象 

者
】
生
後
2
か
月
～
5
歳
未
満

【
助
成
回
数
】
1
～
4
回
（
※
1
）

（
※
1
）
助
成
回
数
は
初
回
接
種
年
齢
に
よ
り
異
な
り
ま
す

の
で
予
防
接
種
手
帳
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
今
ま
で
に
こ
の
3
つ
の
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
さ
れ
た
方
は
、

残
り
の
接
種
分
が
助
成
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
交
付
し
た
予
診
票
に
は
平
成
24
年
3
月
31

日
ま
で
使
用
可
能
と
期
限
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

予
診
票
に
つ
い
て
は
平
成
25
年
3
月
31
日
ま
で
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
実
施
医
療
機
関　

高
知
県
内
の
委
託
医
療
機
関

●
接
種
方
法　

助
成
対
象
者
で
接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

必
ず
県
内
委
託
医
療
機
関
に
予
約
を
し
て
か
ら
母
子
手

帳
及
び
予
診
票
を
持
参
し
て
接
種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
に
つ
い
て

　

大
豊
町
で
は
、
昨
年
4
月
か
ら
75
歳
以
上
の
町
民
の
方

に
、「
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
」
接
種
の
助
成
を
行
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
助
成
は
町
内
医
療
機
関
で
接
種
し
た
場
合
の
み
対

象
と
な
り
ま
す
。

【
助
成
対
象
者
】
75
歳
以
上
の
大
豊
町
民
で
あ
り
、
十
分
な

意
思
確
認
が
で
き
、
予
防
接
種
を
希
望
す
る
方

※
助
成
回
数
は
生
涯
１
回
の
み

役
場
か
ら
の
お
知
ら
せ

● 

役　
　
　
　

場 

☎ 

72

－

０
４
５
０

● 

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー 

☎ 

73

－

０
８
１
１

● 

農
業
セ
ン
タ
ー 

☎ 

73

－

０
９
７
８

電　話

　

個
人
県
民
税
（
均
等

割
年
額
）
１
，
５
０
０

円
に
は
、
森
林
環
境
税

５
０
０
円
が
含
ま
れ
て

い
ま
す
。

　

森
林
環
境
税
は
、「
森

林
環
境
の
保
全
」
の
た

め
の
事
業
や
「
県
民
参
加
の
森
づ
く
り
」
を
進
め
る
た
め
の

事
業
等
に
活
用
さ
れ
ま
す
。

税
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先 

… 

高
知
県
総
務
部
税
務
課

☎
０
８
８

－

８
２
３

－

９
３
０
８

使
途
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先 

高
知
県
林
業
振
興
・
環
境
部　

林
業
環
境
政
策
課

☎
０
８
８

－

８
２
１

－

４
５
８
６

租
税
債
権
管
理
機
構
が
で
き
ま
す

　

住
民
税
・
固
定
資
産
税
・
国
保
税
な
ど
、
年
々
増
加
す

る
滞
納
税
を
徴
収
す
る
専
門
組
織
と
し
て
「
南
国
・
香
南
・

香
美
租
税
債
権
管
理
機
構
」
が
7
月
1
日
か
ら
設
置
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
機
構
は
、
市
町
村
が
困
難
と
判
断
し
た
滞
納
案
件
を

引
き
継
ぎ
、
市
町
村
か
ら
独
立
し
て
、、
独
自
に
財
産
調
査

を
行
い
、
裁
判
所
の
許
可
を
受
け
る
こ
と
な
く
財
産
の
差
し

押
さ
え
が
可
能
な
徴
収
専
門
組
織
で
す
。

　

本
町
で
は
、「
長
期
・
高
額
・
悪
質
」
で
徴
収
困
難
と
判

断
し
た
滞
納
者
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
移
管
予
告
を
し
た
う

え
で
こ
の
機
構
へ
の
引
き
継
ぎ
を
行
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

税
金
の
未
納
が
あ
る
方
は
で
き
る
だ
け
早
く
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先 

… 

住
民
課
税
務
班

森
林
環
境
税
に
つ
い
て

　子ども手当の名称が今年 4 月から児童手当に変わりました。
　支給の要件や支給額に変更はありませんが、６月分から所得制限が導入されますので、現況届けが必要
になります。

【支給対象】中学校卒業まで（15 歳に達した最初の 3 月 31 日まで）の子どもを養育している方
【支給額】

子どもの年齢 児童手当月額
3 歳未満 15,000 円

3 歳以上小学校終了前
10,000 円（第 3 子以降は 15,000 円）
※高校生相当までの子どもの一番年齢が高い
　子どもを第 1 子として計算する。

中学生 10,000 円
【支給時期】6 月、10 月、2 月
【児童手当への移行の手続き】
　平成 24 年 3 月 31 日において子ども手当の認定を受けている方で、4 月 1 日に中学校終了までの児
童を扶養している方は児童手当制度への移行手続きは不要ですが、6 月の現況届けの提出は必要です。（現
況届けは 6 月上旬に役場より発送予定です。）　

【所得限度額表】（世帯に複数の所得者がいる場合は、高い方のみの年収です）
　所得限度額にて支給対象とならない場合でも、特例支給（一律 5,000 円）に該当する場合があります
ので、現況届けの提出はお願いします。

扶養親族等の数 所得制限限度額
0 人 622 万円
1 人 660 万円
2 人 698 万円
3 人 736 万円
4 人 774 万円
5 人 812 万円

「子ども手当」が
「児童手当」に切り替わります

問い合わせ先・・・住民課福祉班　村岡


